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凡
例

利
用
者
負
担
額
軽
減

参

画

西
恋
ヶ
窪
緑
地（
エ
ッ
ク
ス
山
）

の
林
の
若
返
り
・
維
持
管
理
の

活
動
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

エ
ッ
ク
ス
山
等
市
民
協
議
会
と
市

の
協
働
事
業
で
す
。

■
話
合
い
d
７
月
１２
日
㈮
午
後
１
時

３０
分
～
３
時
３０
分
b
市
民
室
内
プ
ー

ル
会
議
室
■
作
業
d
７
月
１９
日
・
２６

日
㈮
午
前
９
時
３０
分
～
１１
時
３０
分
b

市
民
室
内
プ
ー
ル
西
側
「
む
か
し
の

井
戸
」（
集
合
）

�

→
緑
と
建
築
課
（
内
３５４
）

７
月
の
環
境
ひ
ろ
ば

「（
仮
称
）リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

施
設
整
備
基
本
計
画
の
進
ち
ょ
く

状
況
に
つ
い
て　
そ
の
２
」

d
７
月
２１
日
㈰
午
前
１０
時
～
正
午

b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二

委
員
会
室

�

→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
（
内
３５６
）

公
開
し
て
い
ま
す

●
緑
化
推
進
協
議
会

d
７
月
２
日
㈫
午
前
９
時
３０
分
～
１１

時
３０
分

b
市
役
所
第
３
庁
舎
４
階
４０３
会
議
室

n
緑
の
保
護
と
推
進
に
関
し
て

�

→
緑
と
建
築
課
（
内
３５４
）

●
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関

す
る
協
議
会

d
７
月
４
日
㈭
午
後
２
時
～

b
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室

�
→
保
険
年
金
課
（
内
５４７
）

●
指
定
管
理
者
評
価
委
員
会

d
７
月
４
日
㈭
午
後
２
時
～
、９
日・

１６
日
㈫
・
１７
日
㈬
午
前
９
時
３０
分
～

b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
三
委
員

会
室

�

→
契
約
管
財
課
（
内
４４０
）

●
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

d
７
月
４
日
㈭
午
後
６
時
３０
分
～
b

市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二
委

員
会
室
n
（
仮
称
）
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
事
業
計
画
に
関
し
て

�

→
子
ど
も
若
者
計
画
課
（
内
４３９
）

●
青
少
年
問
題
協
議
会

d
７
月
１１
日
㈭
午
後
２
時
３０
分
～
４

時
３０
分
b
市
役
所
第
４
庁
舎
２
階
会

議
室
n（
仮
称
）子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
計
画
に
関
し
て

�

→
子
ど
も
若
者
計
画
課
（
内
３９０
）

●
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

d
７
月
１６
日
㈫
午
後
６
時
３０
分
～
８

時
３０
分
b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第

一
・
二
委
員
会
室
n
障
害
者
計
画
に

関
し
て
ほ
か
z
手
話
通
訳
・
要
約
筆

記
の
希
望
者
は
７
月
９
日
㈫
ま
で
に

電
話
ま
た
は
v
０
４
２
・
３２４
・
６
８

３
１
で
障
害
福
祉
課
へ

�

→
障
害
福
祉
課
（
内
５２１
）

●
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
推
進
会

議d
７
月
１９
日
㈮
午
後
２
時
～
b
市
役

所
第
１
庁
舎
３
階
第
二
委
員
会
室
n

意
見
交
換
ほ
か

�

→
子
ど
も
若
者
計
画
課
（
内
４３９
）

●（
仮
称
）子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
計
画
策
定
検
討
委
員
会

d
７
月
２２
日
㈪
午
後
６
時
３０
分
～
b

市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二
委

員
会
室
n
計
画
案
検
討
ほ
か

�

→
子
ど
も
若
者
計
画
課
（
内
４３９
）

市
プ
レ
イ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

移
転
に
関
す
る

子
ど
も
懇
談
会
・
市
民
懇
談
会

①
子
ど
も
懇
談
会
で
は
、
移
転
予

定
地
で
基
地
作
り
を
し
て
遊
び
、
お

弁
当
を
食
べ
ま
す
。
②
市
民
懇
談
会

で
は
、
施
設
の
機
能
に
関
し
て
意
見

交
換
を
し
ま
す
。

d
①
７
月
６
日
㈯
午
前
１０
時
～
※
雨

天
の
場
合
は
１３
日
㈯
に
延
期
②
１３
日

㈯
午
前
１０
時
～
b
東
戸
倉
２
―
２８
―
４

（
移
転
予
定
地
）
ま
た
は
９
時
４０
分

に
市
役
所
書
庫
棟
前
（
集
合
）
※
雨

天
の
場
合
は
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階

第
三
委
員
会
室
t
①
プ
レ
イ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
子
ど
も
②
１８
歳

以
上
の
方
f
①
お
弁
当
・
飲
み
物
・

帽
子

→
社
会
教
育
課
☎
０
４
２
・
５７４
・
４

０
４
４

こ
っ
こ
っ
こ
ひ
ろ
ば
月
間
に�

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る�

個
人
・
団
体
を
募
集

１０
月
の
こ
っ
こ
っ
こ
ひ
ろ
ば
月
間

に
、
プ
レ
マ
マ
・
プ
レ
パ
パ
や
子
育

て
中
の
方
が
一
緒
に
楽
し
め
る
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
日

頃
活
動
し
て
い
な
い
方
で
も
、
1
日

の
開
催
で
も
歓
迎
で
す
。

t
個
人
・
団
体
※
営
利
・
政
治
・
宗

教
を
目
的
と
す
る
活
動
を
除
く
m
７

月
９
日
㈫
午
後
５
時
ま
で
に
電
話
ま

た
は
直
接
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
ぶ
ん
ち
っ
ち
へ

→
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
ぶ
ん

ち
っ
ち
☎
０
４
２
・
５７２
・
８
１
３
８

「
新
庁
舎
計
画
に
伴
う
現
庁
舎
用
地

で
の
想
定
利
活
用
」に
関
す
る
サ
ウ

ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査
の
実
施

新
庁
舎
の
建
設
候
補
地
を
現
庁
舎

用
地
と
泉
町
都
有
地
に
絞
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
の
市
民
懇
談
会
な
ど

で
、
仮
に
泉
町
都
有
地
に
建
設
す
る

場
合
に
跡
地
と
な
る
現
庁
舎
用
地
の

効
果
的
な
利
活
用
が
課
題
で
あ
る
と

の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
民
間
事
業
者
と
の
対
話
を
通
じ

て
得
ら
れ
る
情
報
な
ど
を
今
後
の
新

庁
舎
建
設
に
関
す
る
検
討
の
参
考
と

す
る
た
め
、
新
庁
舎
計
画
に
伴
う
現

庁
舎
用
地
で
の
想
定
利
活
用
に
関
す

る
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査
（＊）

を
実
施
し
ま
す
。

t
現
庁
舎
用
地
の
利
活
用
に
よ
る
事

業
の
実
施
主
体
と
な
る
意
向
を
有
す

る
法
人
ま
た
は
法
人
の
グ
ル
ー
プ
※

暴
力
団
が
関
与
し
て
い
る
団
体
は
除

く
z
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く

は
、
市
ＨＰ
で
実
施
要
領
を
ご
覧
く
だ

さ
い

（＊）
市
有
地
な
ど
の
有
効
活
用
に
向
け

た
検
討
に
あ
た
っ
て
、
活
用
方
法
に

関
し
て
民
間
事
業
者
か
ら
広
く
意

見
・
提
案
を
求
め
、
対
話
を
通
じ
て

市
場
性
や
実
現
可
能
性
な
ど
を
把
握

す
る
調
査

�

→
政
策
経
営
課
（
内
４９８
）

ぶ
ん
バ
ス
西
町
ル
ー
ト
に

ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
を
導
入

ぶ
ん
バ
ス
の
車
両
交
換
の
時
期
に

合
わ
せ
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
観
点
か

ら
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
へ
の
切
り
替

え
を
行
っ
て
い
ま
す
。
８
月
１
日
㈭

か
ら
西
町
ル
ー
ト
で
も
ノ
ン
ス
テ
ッ

プ
バ
ス
を
導
入
し
ま
す
。
ま
た
、
狭

あ
い
な
道
路
事
情
を
鑑
み
、
車
両
の

短
い
ワ
ン
ド
ア（
出
入
り
口
1
か
所
）

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
に
よ
る

ル
ー
ト
・
バ
ス
停
・
ダ
イ
ヤ
の
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

�
→
交
通
対
策
課
（
内
３７４
）

西国分寺～
 成田空港の空港連絡バスが運行開始
　西国分寺駅東側交通広場で
発着する成田空港連絡バスの
運行が、7月12日（金）から開
始されます。
運行会社京王バス中央㈱
i京王高速バス予約センター
　☎（03）5376-2222
　（午前9時～午後8時）

→まちづくり計画課（内454）

運行ダイヤ
西国分寺駅東
（2番のりば） →

成田空港
第3ターミナル → 第2ターミナル → 第1ターミナル

予
約
可

5：35 → 8：22 → 8：25 → 8：30
14：00 → 16：27 → 16：30 → 16：35

成田空港 → 西国分寺駅東
（2番のりば）第3ターミナル → 第2ターミナル → 第1ターミナル

10：35 → 10：40 → 10：50 → 13：35
18：40 → 18：45 → 18：55 → 21：30

乗降場所

東側交通広場
バス停

中央線

コンビニ
武
蔵
野
線

府
中
街
道

西国分寺駅

今月の市税

税　目 納期限
固定資産・都市計画税（第2期）

7月31日（水）
国民健康保険税（第1期）

お近くの金融機関などで納付をお願いします
〔ゆうちょ銀行（郵便局）では納期限後は納付
できません〕／市税を納付いただくときは、税
目・期別を確認してください／市税の納付は、
便利な口座振替をご利用ください／バーコー
ド、確認番号などが付いている納付書はコン
ビニエンスストア・モバイルレジ・クレジット
カード（インターネット利用）でも納付いただ
けます（納期限まで）。詳しい納付方法はお問
い合わせください

→納税課（内553）

日　時 7月28日（日）
午前8時30分～午後5時

場　所 納税課（市役所第1庁舎）

　市税のほか、納期限内のもので納付書をお
持ちいただいたものに限り、負担金・使用料
なども納付できます。また、納税相談もでき
ます。

■休日納税窓口

　低所得で特に生計が困難な方を対象に、サービス利用料を軽減しています。
軽減分は、国・都・市で負担する以外に、当事業を実施する社会福祉法人と介
護保険サービス提供事業者が負担します。対象となる事業所は市ＨＰをご覧い
ただくかお問い合わせください。
　すでに減額認定を受けている方の有効期限は7月31日（水）です。認定者全員
に申請書を6月に郵送したので、早めに手続きをしてください。また、下記のサ
ービスを利用・利用予定で、新たに減額の対象となる方は、申請をしてください。

社会福祉法人・介護保険サービス提供事業者による利用者負担軽減制度
軽減の対象となる方 対象となるサービス※③～⑩は介護予防サービスを含む
世帯全員が住民税非課税で、次の①～⑤のすべてに該当する方
①前年収入が1人世帯の場合150万円以下（1人増えるごとに50万円を加えた額）
②世帯の貯蓄額が1人世帯の場合350万円以下（1人増えるごとに100万円を加えた額）
③�居住用の家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない
④負担能力のある親族等に扶養されていない　⑤介護保険料を滞納していない

①訪問介護　②通所介護　③短期入所生活介護　④訪問入浴介護　⑤訪問看護
⑥訪問リハビリテーション　⑦通所リハビリテーション　⑧短期入所療養介護
⑨認知症対応型通所介護　⑩小規模多機能型居宅介護　⑪夜間対応型訪問介護
⑫地域密着型通所介護　⑬地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑭介護老人福祉施設サービス　⑮看護小規模多機能型居宅介護
⑯定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑰�介護予防・生活支援サービス事業の介護予防訪問介護に相当する事業と介護
予防通所介護に相当する事業（自己負担割合が1割のもの）

軽減される費用・割合
1割自己負担額・食費・居住費（滞在費・宿泊費）の25％※老齢福祉年金受給者は50％

①生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書②収入及
およ

び預貯金等申
告書③資産及

およ

び扶養の有無に関する申告書④平成30年分の年金源泉徴収票、年
金振込通知書、確定申告の写し、そのほか収入を証する書類等いずれか1点⑤預
貯金通帳の写し（通帳記入済みのもの）、あれば有価証券（株券・債券）の写し
⑥医療被保険者証の写し※①～③は高齢福祉課（いずみプラザ内）で配布

※�生活保護を受給している方は、（介護予防）短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービスの個室の居住費・滞在費に係る利用者負担
額の全額が軽減対象
※�利用者負担第2段階で、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・
（介護予防）小規模多機能型居宅介護・看護小規模型居宅介護を利用する方の1割自己負担
額は軽減の対象となりません
※�旧措置者で利用者負担が5％以下の方を除く（ただしユニット型個室の居住費は対象）

生計困難者等に対する
利用者負担額軽減の申請・更新

→高齢福祉課☎（042）321-1301

成田 空 港 へ の ア ク セ ス が 便 利 に

申請必要書類


